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公益財団法人 昭特科学振興財団 

2023年度（第6回）一般研究助成 募集要項 
１．研究助成の趣旨  
当財団は、日本の科学技術振興に貢献するため、若手研究者に対して研究助成を実施いたします。微力
ながら、これが製造業の「ものづくり力」の向上につながっていくことを期待しております。 
なお、将来の担い手となる若手研究者を取り巻く環境が厳しいことに着目し、対象層を広く大学生・大学院
生をはじめとする研究者の方々としておりますので、積極的な応募を期待します。 
 
２．助成の内容  
①内容︓メカトロニクスに関する基礎的、試験的、もしくは実用的な研究 
研究テーマ例をいくつか列挙しますので参考にして下さい。以下のテーマは、あくまでも参考でこれに限定する
ものではありません。（過去の助成実績も参考にしてください。） 
(1) ロボティクス技術 
(2) ヒューマンメカトロニクス技術 
(3) 画像センサ 
(4) 画像処理システム 
(5) 遠隔監視システム 
(6) 変位センサ 
(7) 加速度センサ 
 
②助 成 額 ︓ 1 申請について上限 500,000 円  
③助成件数 ︓ ６〜１０件程度 
 
３．募集期間  
2023年8月１日（火）から2023年9月５日（火）〔当日消印有効〕  
 
４．応募要件  
①以下の指定大学に所属する研究職・学生を対象とします。なお、翌年度に結果ヒアリングを行うことがある
ため、参加可能な方（翌年度も大学研究職・学生の予定の方）を優先いたします。  
②広く多くの対象先を助成する趣旨から、過去に当財団からの助成実績がない方を優先いたします。 
指定大学  東北大学 
        東北学院大学  
        慶応大学 
        工学院大学 
        芝浦工業大学 
        成蹊大学 



2 
 

        東京都市大学 
東京農工大学 

        神奈川大学 
長岡技術科学大学 
福山大学 

        広島大学 
 

③年齢制限はありません。  
④国内で行う研究とします。(フィールド調査や学会発表は海外でも可） 
⑤申請者の所属機関長（理事長、学長、学部長、学科長、研究科長、研究所長など）の承諾を必要と
します。  
⑥同一の研究について他の財団の助成金などを受けていないことを原則とします。  
⑦当財団現選考委員と同一の研究室に所属する研究者、現選考委員と共同研究を行う研究者は応募
の対象外とします。  
 
５．助成対象となる費用  
①助成研究に直接必要な経費（材料費、機械器具費、旅費等）とします。 
②旅費（交通費・宿泊費など）は申請総額の15％（総額500,000円申請なら75,000円）を上限と
します。また下掲の予算流用後でも15％の金額を超えることはできません。 
③予算の流用は各項目（材料費・機械器具費・旅費・会議費・その他）の50％が上限です。 
 → 材料費予算100,000円の場合、他の費用項目への流用可能額は50,000円です。 
④以下の費用は対象外とします。  
a.申請者および共同研究者の人件費  
b.他の費用で購入した機械器具等の修理、補修費用 
c.申請者が所属する組織・機関の間接経費、一般管理費（いわゆるオーバーヘッド） 
d.他の研究に流用可能な経費（汎用PC、HDD、SSDの購入など） 

 
６．応募方法  
①応募書類は財団ホームページからダウンロードしてください。 
②申請書末尾の研究実施承諾書に、所属機関長の記名・押印（公印）をお願いします。  
③申請書等は、正本１部とコピー１部（共に両面印刷可）を、当財団宛郵送してください。  
 
７．選考方法  
当財団選考委員会において選考します。  
なお、申請書等は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。  
 
８．結果通知  
①2023年10月初旬を目処に書面で通知します。なお当財団ホームページで公表いたします。  
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②採否の理由についてのご質問には回答いたしかねますのでご了承ください。  
 
９．助成金交付  
2023年10月を予定しています。  
助成金は、申請者の所属する大学が指定する金融機関口座にお支払いします。 
 
１０．助成対象期間  
助成決定通知日から2024年５月31日とします。ただし、2024年４月〜５月に所属大学が変更になる
場合（同一大学内での地位の変更は含みません）は、2024年3月31日とします。  
 
１１．報告の義務等  
①助成期間終了後、2ヶ月以内（2024年7月末日、上記10ただし書き対象の方は5月末日）に「助成
研究報告書」（当財団ホームページに掲載）および「収支報告書」(領収書添付)を提出していただきま
す。 なお、財団が結果ヒアリングを行うことがあります。 
②助成金交付の通知を受けた後（助成対象期間含む）に、異動・助成研究の変更や中止等が生じる
場合は、速やかに当財団までご連絡ください。  
③提出された「助成研究報告書」は、当財団の年報・会報・ＨＰにて研究概要や写真を掲載する場合が
ございますのでご了承ください。  
④研究成果の全部もしくは一部を刊行・発表する場合は、その刊行物または発表資料をご提出ください。  
⑤研究成果の発表（論文、口頭）に際しては、当財団から助成を受けた旨を明示してください。 
なお、助成研究の成果に対して当財団が権利を主張することはありません。  
⑥助成期間終了後、助成金の残金がある場合、目的外使用が判明した場合は、速やかに返金してくださ
い。  
 
１２．個人情報の取り扱い  
①個人情報は利用目的の範囲内で、かつ業務遂行上必要な限度内で利用いたします。  
②法令等の定める場合を除き、事前に本人の同意なく、個人情報を第三者に提供いたしません。  
③助成先に対して就職勧誘・紹介などを当財団から依頼することはありません。 
 
１３．問合せ先および申請書提出先  

公益財団法人昭特科学振興財団  事務局 
〒213－0002 川崎市高津区二子6丁目10番10号 
TEL:044－819－6586   E-mail:y-saito@shotoku.co.jp 

mailto:y-saito@shotoku.co.jp

